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1. はじめに

本ガイドラインは2005年11月に富山県で開催された第10回NOWPAP（北西太平洋
地域海行動計画）政府間会合において承認されたNOWPAPの海洋ごみ活動
（MALITA）の一環として作成されたものである。

本ガイドラインは、NOWPAP参加国はもとより、地方自治体やボランティア、NGOが、
浜辺や海岸線に漂着した海洋ごみ（以下「漂着ごみ」とする）をモニタリングするための
手法として策定したものである。本ガイドラインは、漂着ごみの種類・量・発生源を把握
するために役立つだけではなく、最終的には海洋・沿岸域の環境保全並びに人間や動
物の健康及び安全を守るために役立つものでもある。さらに、本ガイドラインは、
NOWPAP参加各国が調査結果を広く国際的に共有することをも支援するものである。

NOWPAP参加国には、本ガイドラインを勘案しつつ、各国の必要性・判断に基づい
て、長期にわたる定量的なデータ（単位面積あたりの漂着ごみの個数や重量など）を得
るためのモニタリングの実施が求められる。

2. モニタリング調査の目的

以下に示す本ガイドラインは、NOWPAPモニタリング調査を実施するためのものであ
る。また、NOWPAPモニタリング調査では、漂着ごみを収集・分類することにより、その

種類・量・発生源を同定するためのものである。このような調査は、海洋及び沿岸の環
境に流入する海洋ごみ量の削減に向け、欠かすことのできないステップである。

さらに、NOWPAPモニタリング調査は、一般市民（地域ボランティア、学生、NGO、メ

ディア等）が参加する既存のモニタリング調査や海岸清掃活動と連携して、毎年実施さ
れることが推奨される。本調査では以下の目的の達成を目指す。
• 浜辺や海岸線に存在する漂着ごみの量・種類・概括的な発生源を把握すること
• 浜辺や海岸線に存在する漂着ごみの量・種類の動向を把握すること
• NOWPAP地域の沿岸域に存在する海洋ごみを除去すること
• 海洋ごみ問題の深刻さについて一般市民への教育、意識を高めること
• 北西太平洋地域における海洋ごみに関連する活動を調整するため、NOWPAP参加

国の人々の相互間の効率的なコミュニケーションネットワークを維持すること

• 調査から得られた情報を、個人のレベルから国家・地域のレベルに至るまで、海洋・
沿岸環境への海洋ごみの流入を削減し、海洋環境の保全の強化を目的とする積極
的な取組を促進するために利用すること
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3. モニタリング方法

3.1. 調査の時期及び頻度

NOWPAPモニタリング調査は、既存のモニタリング調査及び清掃活動と連携し、年1回（9月若しく
は10月が望ましい）実施する。調査の時期及び頻度は、天候等の要素を考慮して国若しくは地方レ
ベルの企画運営者によって決定されるものとする。

3.2. 調査地点の選定

既に国レベルのモニタリング計画が実施されている参加国にあっては、海洋ごみの分布や移動の
動向を把握するため、定期的なNOWPAPモニタリング調査を既存の調査地点に組み込むものとす
る。まだ国レベルのモニタリング計画が策定されていない参加国は、北西太平洋地域内にいくつか
の調査地点を設けるものとする。

なお、以下の地域は一般的には調査地点として好ましくない。
• 河口や港湾、海水浴場から1km以内の地域（ごみの集積地として知られている地域）
• 岩場や砕波帯（作業に危険を伴うとともに、しばしばごみが岩の間に挟まり、除去・収集が困難な

地域）

3.3. 漂着ごみの収集と分類

NOWPAPモニタリング調査の実施にあたっては、調査地点ごとに以下の情報を収集･記録する。
おおよその調査区画（すなわち、幅と奥行、例：10 x 10 m、4 x 100 m)の決定。調査地点の数及び
範囲は将来の調査においても同じであることが理想的である。
• 調査地点（海岸）の名称、調査区画の面積（平方メートル）及び位置（緯度・経度）の記録
• 調査区画内のすべての漂着ごみの収集及び適切なデータシート（例：別紙）への記録
• 収集した漂着ごみはごみ袋に入れる。ごみが大きすぎる場合には保管若しくは適当な容器に入

れる。また、注射器・割れたガラス等の危険なごみを取り扱う際には、特に注意を払う。
• 漂着ごみの収集が終了した後、参加者は収集した漂着ごみの分類・計量・記録を行うための十

分な広さが確保された場所に、すべてのごみ袋を運ぶ。参加者はデータシートの分類区分に従っ
て、漂着ごみの同定を行う。

用意された場所の中央で、参加者はデータシートに示された分類区分に従って、漂着ごみの分
類・計数・計量を以下の通り実施する。
• 空のごみ袋にデータシートに示されてたごみの分類区分名を記載する
• 漂着ごみを分類区分ごとに分類する。ごみを該当するごみ袋に入れる際、計数し、データシート

に記録する。（その際には、ごみに付着した砂や水は除去する）
• 計量秤を用いて、ごみ分類区分の袋ごとに重量を測定する。分類区分ごとの総重量をデータシー

トに記録する。
• 可能であれば、漁網・釣り糸・漁業用ロープの重量も測定する。
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補注：
• 地方レベルの企画運営者は、分類・計数・計量が終了した漂着ごみの適正処理を手配する

（いくつかの分類区分についてはリサイクルできることに留意する）。

• 浜辺で作業を行う際には、参加者は常に周囲に気を配り、波や鋭利なものに注意すること。
決して一人で作業しないこと。

• 参加者は、浜辺が人間活動の影響を受け、侵食されやすい場所であることを理解すること。
• 定量的な解析の観点からは、満潮位からの距離などによって調査区画をいくつかに分割し、

それぞれの区画からデータを収集することが望ましい。

3.4. 参加者のための準備品

NOWPAPモニタリング調査を計画する際には、適切な安全指示のもと参加者に、以下の準備品

を用意するものとする。
• データシート（国レベルのモニタリング様式若しくはICCデータカード）
• 丈夫なごみ袋（再利用できるもの）
• 収集した漂着ごみ重量を測定するための計量秤（例：体重計、キッチンスケール）
• メジャー（50m）

• 参加者のための軍手
• 金ばさみ
• 危険物（例：注射器）用容器
• その他、企画運営者が必要と判断したもの

3.5. データの収集及び管理

収集したデータはデータシートに記入するものとする。NOWPAP参加国はNOWPAPモニタリング

調査中、すべての参加者が作成したデータをとりあつめるため、ナショナルコーディネータ若しくは
フォーカルポイントを指名するものとする。ナショナルコーディネータ（若しくはフォーカルポイント）は、
収集されたデータに調査地点の地図、その他利用可能な関連情報及びモニタリング調査中に撮影
された写真を添えて、CEARACへ提出するものとする（デジタルフォーマットであることが望ましい）。
CEARACへ提出されたこれらのデータは、最終的にはDINRACにより運営されるNOWPAPモニタ
リングデータベースに保管される。本データは定期的に更新されるとともに、一般市民からも閲覧可
能となる。
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4. データの共有

“海洋保全センター”として知られているオーシャンコンサーバンシーが設立され、国際的な海岸清
掃活動（ICC）キャンペーンが毎年実施されている。ICCキャンペーンは、現在NOWPAP参加国の
日本・韓国を含む100を超える国々で実施されている。ICCキャンペーンは、毎年、世界各地の浜辺
や水路で行われている清掃活動に参加する数十万人の人々にとって良い刺激となっている。

NOWPAPモニタリング調査の結果を広く国際社会と共有するため、ICCデータカードの利用が推
奨される。ICCデータカードを利用することによって、NOWPAPモニタリング調査結果への注目を集
めるとともに、他の国で収集されたデータとの比較が容易になるものである。NOWPAPモニタリング
調査において、独自のデータシートを利用する調査の企画運営者はICCデータフォーマットに変換し
た後、直接若しくは各国のICCナショナルコーディネータを通してオーシャンコンサーバンシー（総括
的なICCの調整に責任を持つNGO）に提出することが望まれる。
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